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岐阜県災害派遣福祉チーム設置運営要綱 
 
第１ 目的 

 この要綱は、災害の発生時において、避難所、福祉避難所等（以下「避難所等」という。）

において高齢者、障がい者等要配慮者を支援する岐阜県災害派遣福祉チーム（以下「岐阜DWA

T」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定める。 

 ＊DWAT（Disaster Welfare Assistance Team） 

 

第２ 岐阜DWATの設置に係る事前手続等 

知事は、岐阜DWATへの協力に応じる福祉に関する事業を行う施設、事業所等が加入する団 

体、又は福祉に関する専門職の職能団体（当該団体が法人格を有しないものにあっては、当該 

団体の代表者をいう。以下「協力団体」という。）との間に岐阜県災害派遣福祉チームの派遣 

等に関する協定（別記第１号様式）を締結するものとする。 

 

第３ 研修及び隊員の登録 

１ 県は、協力団体に加入する施設等（以下「協力団体加入施設等」という。）の職員、又は

協力団体の会員（岐阜DWATの構成員として派遣を予定する者に限る。）に対し、岐阜DWAT

の活動に必要な知識等の定着及び向上を図るための研修を実施する。 

２ 県は、１の研修のうち、「岐阜DWATビギナー研修」を受講し、岐阜DWAT隊員登録票（別

記第２号様式）を提出した協力団体加入施設等の職員、又は協力団体の会員を岐阜DWATの

隊員として登録する。 

 

第４ 編成及び活動内容等 

１ 岐阜DWATは、第３の２の規定により登録した隊員により編成する。 

２ 岐阜DWATは、発災後、おおむね３日から１か月以内の間、避難所等において、市町村等

から依頼のあった職種及び人数により、原則として１回当たり７日程度の派遣期間中、福祉

サービスを提供することを基本とする。 

３ 知事は、岐阜DWATの各チームにリーダーを置き、当該リーダーは、当該チームをそれぞ

れ統括する。 

 

第５ 派遣基準 

知事は、岐阜DWATを、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用される程度の災害が発

生した場合（以下「派遣基準」という。）であって、避難所等を設置する被災地の市町村等か

ら知事に対して岐阜DWATの派遣要請があったときに派遣するものとする。この場合において、

市町村等からの派遣要請は、原則として岐阜DWAT派遣要請書（別記第３号様式）により行う

ものとする。 

 

第６ チーム編成 

 １ 知事は、派遣基準に該当する場合は、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会（以下「県社協」 

という。）の会長に対し、岐阜DWATチーム編成依頼書（別記第４号様式）により岐阜DWA 

Tチーム編成を依頼し、県社協の会長は、岐阜DWATチーム編成に係る候補者提出依頼書（別 

記第５号様式）により協力団体の長に派遣可能な岐阜DWAT隊員の名簿を提出するよう依頼 

するものとする。 

 ２ 協力団体の長は、県社協の会長から派遣可能な岐阜DWAT隊員名簿の提出依頼があったと 

きは、速やかに岐阜DWATチーム編成に係る候補者名簿（別記第６号様式）により派遣可能 

な隊員名簿を提出するものとする。 

 ３ 県社協の会長は、岐阜DWATのチーム編成を行い、岐阜DWATチーム編成報告書（別記第 

７号様式）により知事へ報告するものとする。 

 

第７ 派遣 

１ 知事は、第６の３の規定による報告を受けた場合は、岐阜DWAT派遣要請書（別記第８号
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様式）により協力団体の長に対し、岐阜DWATの派遣を要請することができる。 

２ 知事は、協力団体の長に対し、岐阜DWATの派遣を要請したときは、岐阜DWAT派遣計画

書（別記第９号様式）により派遣要請のあった市町村等へ通知するものとする。 

 

第８ 待機 

１ 知事は、派遣基準に該当することが見込まれるときは、協力団体の長に対し岐阜DWATの

構成員の派遣待機を要請することができる。 

２ 知事は、派遣基準に該当する可能性がないと判断したときは、１の派遣待機をしている協

力団体の長に対し、待機の解除を通知するものとする。 

３ 県内で震度５強以上の地震が発生した場合は、協力団体の長は、知事の要請の有無にかか

わらず岐阜DWATの構成員を待機させるものとする。 

 

第９ 活動記録 

岐阜DWATの各チームのリーダーは、各日のチームの活動状況等について記録するとともに、

岐阜DWAT活動記録報告書（別記第１０号様式）により速やかに知事に報告するものとする。 

 

第10 実績報告 

岐阜DWATの構成員として職員等を派遣した協力団体加入施設等の長、又は協力団体の長は、

岐阜DWAT派遣実績報告書（別記第１１号様式）を知事が指定する期日までに知事に提出する

ものとする。 

 

第11 傷害保険、費用負担等 

 １ 傷害保険 

県は、岐阜DWATの派遣活動に伴う事故等に対応するため、岐阜DWATの構成員を対象と

する傷害保険に加入し、その保険料については県が負担する。 

２ 費用負担等 

(1) 災害救助法が適用された市町村に岐阜DWATが派遣され、当該派遣に要する費用が災害

救助費の支弁対象となるときは、県は、災害救助法の規定により当該費用を負担するもの

とする。 

(2) (1)以外の場合であって、知事の派遣要請に基づく岐阜DWATの派遣に要する費用の負担

については、別に定めるところにより県が負担するものとする。 

  (3) 県は、岐阜DWATの構成員として職員等を派遣した協力団体加入施設等の長、又は協力

団体の長に対し、(1)及び(2)の費用を支払うものとする。 

 

第12 その他 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１９日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年３月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成３１年３月２２日から施行する。 

  この要綱は、令和 ３年８月１３日から施行する。 
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別記 

第１号様式 

 

岐阜県災害派遣福祉チームの派遣等に関する協定 

 

 岐阜県（以下「甲」という。）と（団体の長）（以下「乙」という。）とは、岐阜県災害派

遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の発生時の災害

派遣福祉チーム（以下「岐阜ＤＷＡＴ」という。）の派遣等に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、岐阜ＤＷＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障がい者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障がい者等要配慮者を支援すること等を目的

とする。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

岐阜ＤＷＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要援護者の支援活動を行う必要がある

と判断し、第２条の名簿から岐阜ＤＷＡＴの構成員を選定した場合は、乙に対し当該構成員

の派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（岐阜ＤＷＡＴに協力する施設等として名

簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告す

ることとする。 

３ 甲が乙に要請する岐阜ＤＷＡＴの派遣先は、原則として岐阜県内とする。ただし、岐阜県

外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に岐阜ＤＷＡＴの派遣要請があった場

合で、甲が派遣を必要と認めたときは、岐阜県外の地域への派遣を要請することができる。 

 

（業務内容） 

第４条 岐阜ＤＷＡＴは、避難所等において福祉サービスの提供及び必要な福祉支援を行うこ

ととする。 

 

（指揮命令） 

第５条 岐阜ＤＷＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととする。 

 

（移動手段） 

第６条 岐阜ＤＷＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、当該構成員

が属する施設等が確保する。 
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（補償） 

第７条 甲は、岐阜ＤＷＡＴの業務に関連する事故に対応するため、岐阜ＤＷＡＴの構成員

を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した岐阜ＤＷＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）の

負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町村に岐阜ＤＷＡＴが派遣さ

れ、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところによ

り甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、岐阜ＤＷＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払うも

のとする。 

 

（岐阜ＤＷＡＴ以外への協力） 

第９条 乙は、岐阜ＤＷＡＴへの協力のほか、資器材や備蓄品の融通など、甲の災害福祉施策

に協力するものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第１０条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所持

するものとする。 

 

      年  月  日 

 

甲 岐阜県 

 代表者  岐阜県知事          印    

 

乙 （所在地） 

（団体名） 

（代表者 職 氏名）       印 
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